
重
点
目
標

○
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

○
放
火
火
災
防
止
対
策
の
推
進

○
特
定
防
火
対
象
物
な
ど
に
お

け
る
防
火
安
全
対
策
の
徹
底

○
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向

け
た
取
り
組
み
の
推
進

○
多
数
の
者
が
集
合
す
る
催
し

に
対
す
る
火
災
予
防
指
導
な

ど
の
徹
底

○
林
野
火
災
予
防
対
策
の
推
進

住
宅
防
火

い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

（
３
つ
の
習
慣
・
４
つ
の
対
策
）

 

３
つ
の
習
慣

○
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。

○
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

る
と
き
は
、必
ず
火
を
消
す
。

 

４
つ
の
対
策

○
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す

る
。

○
寝
具
、衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

○
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、住
宅
用
消
火
器
な
ど

を
設
置
す
る
。

○
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

な
人
を
守
る
た
め
に
、隣
近
所

の
協
力
体
制
を
作
る
。

初
期
活
動
の
３
原
則

 

そ
の
１
　
早
く
知
ら
せ
る

○
小
さ
な
火
だ
と
思
っ
て
も「
火

事
だ
」と
大
声
を
出
し
、隣
近

所
に
援
助
を
求
め
る
。声
が
出

な
け
れ
ば
、や
か
ん
な
ど
を
た

た
き
、異
変
を
知
ら
せ
る
。

○
小
さ
な
火
で
も
１
１
９
番
に

通
報
す
る
。当
事
者
は
消
火
に

あ
た
り
、近
く
の
人
に
通
報
を

頼
む
。

 

そ
の
２
　
早
く
消
火
す
る

○
出
火
か
ら
３
分
以
内
が
、消
火

で
き
る
限
度
で
す
。

○
水
や
消
火
器
だ
け
で
消
そ
う

と
思
わ
ず
、座
ぶ
と
ん
で
火
を

た
た
く
、毛
布
で
火
を
覆
う
な

ど
、身
近
な
も
の
を
活
用
し
て
、

い
か
に
早
く
消
火
活
動
が
で

き
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

 

そ
の
３
　
早
く
逃
げ
る

○
天
井
に
火
が
燃
え
移
っ
た
ら
、

潔
く
避
難
す
る
。

○
避
難
す
る
時
は
、燃
え
て
い
る

部
屋
の
窓
や
ド
ア
を
閉
め
て
、

空
気
を
絶
つ
。

期
間
中
に
行
う
行
事

○
火
災
予
防
広
報

　
　
の
ぼ
り
の
設
置
、ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
お
よ
び
消
防
車
に
よ

る
火
災
予
防
広
報
な
ど
を
行

い
ま
す
。

○
立
入
検
査

　
　
消
防
本
部
・
署
は
、火
災
が

発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
、

火
災
の
発
生
防
止
、火
災
に
よ

る
死
者
お
よ
び
財
産
の
損
失

を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
、市

内
で
多
く
の
人
が
出
入
り
す

る
建
物（
一
般
住
宅
を
除
く
）

や
危
険
物
を
取
り
扱
っ
て
い

る
会
社
の
立
入
検
査
を
行
い

ま
す
。

○
消
防
団
出
動
訓
練

　
　
市
内
全
域
の
消
防
団
が
参
加

し
て
消
防
訓
練
を
行
い
ま
す
。

　
出
動
訓
練
で
は
、午
前
８
時
に

サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
が
、

火
災
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
　
き
　
３
月
１
日
㈰

と
こ
ろ
　
大
竹
市
内

○
消
防
署
員
・
女
性
消
防
団
員

に
よ
る
防
火
指
導

　
　
消
防
署
員
ま
た
は
女
性
消

防
団
員
が
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
宅
に
防
火
指
導
に
伺
い

ま
す
。

災
害
情
報
の
お
知
ら
せ

　
消
防
署
で
は
、災
害
情
報
を
自

動
音
声
テ
ー
プ
で
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。（
救
急
を
除
く
）

　
☎
52
０
０
０
１

住
宅
火
災
に
つ
い
て

（
平
成
26
年
版
消
防
白
書
よ
り
）

　
平
成
25
年
中
の
住
宅
火
災
に

よ
る
死
者
数
は
、１
，２
７
８
人

（
放
火
自
殺
者
な
ど
除
く
）で
す

が
、そ
の
内
６
７
０
人
、約
５
割

が
逃
げ
遅
れ
で
す
。

　
火
災
時
の
煙
は
、思
い
の
ほ
か

早
く
広
が
り
、逃
げ
る
方
向
を
見

失
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。い
ち
早
く
対
処
す
る
た
め

に
も
、早
期
発
見
が
大
切
で
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
を

設
置
し
ま
し
ょ
う

　
消
防
法
令
で
全
て
の
住
宅
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
切
な
家
族
の
命
や
財
産
を

守
る
た
め
に
、必
ず
設
置
し
て
く

だ
さ
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

維
持
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

○
定
期
的
に
お
手
入
れ
し
ま
し
ょ

う
。

　
　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
ほ

こ
り
が
入
る
と
誤
作
動
を
起

こ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。乾
い

た
布
で
ふ
き
取
る
な
ど
定
期

的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。

○
作
動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
ボ
タ
ン
を
押
し
た
り
、ひ
も

を
引
い
て
行
え
ま
す
。

　
　
ま
た
電
池
式
の
も
の
は
、電

池
切
れ
の
際
、「
ピ
ッ
ピ
ッ…

」

と
短
い
音
が
一
定
の
間
隔
で

鳴
り
ま
す
の
で
、新
し
い
電
池

に
交
換
す
る
な
ど
適
正
に
管

理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
消
防
本
部・署 

☎
54
０
１
１
９

も
う
い
い
か
い
　火
を
消
す
ま
で
は
　ま
あ
だ
だ
よ

３
月
１
日
㈰
〜
３
月
７
日
㈯

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

建　物

林　野

車　両

その他

合　計

H26年

６

１

０

６

１３

H25年

４

０

１

４

９

H24年

７

２

２

４

１５

最新ポンプ付消防車の配備最新ポンプ付消防車の配備

　大竹市消防団に、総務省消防庁から救助資機材搭載型小型動力ポン
プ積載車が、無償貸付されました。
　この消防車には、救急・救助資機材が積載されており、消火活動の
みならず、救助活動に対しても、消防団の活躍が期待されます。

就学援助制度があります
問い合わせ 総務学事課 ☎59２１８５

　経済的な理由で就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品や給食な
どの費用を援助する制度があります。
対　象
①生活保護が停止、または廃止
②市民税が非課税または減免、個人事業税の減免、固定資産税の減免（家屋
新築による減額ではありません）
③国民年金の掛金が免除
④国民健康保険料の減免または徴収猶予
⑤児童扶養手当の支給（児童手当ではありません）
⑥生活福祉資金の貸し付けを受けている
⑦雇用保険の失業給付を受けている
⑧経済的に就学が困難
※　⑧は、生活保護法に準じて計算した収入認定額が需要額の１・２倍未満
が対象となります。
援助費項目
　認定されれば、次の項目が援助費として支給されます。

生活にお困りの方の経済的な自立を支援します
（大竹市生活困窮者自立支援事業）

問い合わせ 社会健康課 ☎59２１５２
　市では、生活困窮者自立支援法が４月１日から施行されることに伴い、経済的
にお困りの方に対し、一人一人の抱える課題を解決し、生活の安定と自立を目指
すための相談支援事業を社会福祉協議会へ事業委託し、同協議会で相談窓口
を開設します。生活や仕事に不安を抱えている方は、ご相談ください。
対　象
　市内在住の方で、日常の生活に不安や心配を抱えたり、経済的にお困りの方など
　（※　生活保護受給者は対象外）
【例】
　○経済的な問題などで生活にお困りの方
　○いわゆる引きこもり状態にある、または引きこもり状態にあった方
　○ニートの方
　○長期間失業状態が続いている方
　○これまで就労した経験がない方
支援の内容
　本人が抱えるさまざまな課題を把握し、支援計画を作成します。支援計画に
基づき、生活の安定に向けた自立支援を実施します。
　なお、支援は、現金給付ではなく、自立に向けた人的支援の提供が基本です。
相談窓口
　社会福祉協議会内 ☎52２２１１

平成24年から平成26年の火災件数

問い合わせ 消防課 ☎53７７０８

 学用品費など
　学習に直接必要なもの
 校外活動費
　参加するために直接必要な見学
料、交通費など
 新入学学用品費など
　新入学に要するもの
 修学旅行費
　修学旅行に直接必要な交通費、
宿泊費など

 給食費
　学校給食費
 医療費
　学校において治療の指示を受け
た場合、その治療に要する医療費
　詳しくは、総務学事課、または各
小・中学校、お近くの民生・児童
委員にご相談ください。
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